
基盤登第 1226001 号 

平成 15 年 12  月 26  日 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局監督課長 

有期労働契約の 締結、 更新及び 雇 止めに関する 基準に係る 

助言・指導等の 実施について 

有期労働契約の 締結、 更新及び 雇 止めに関する 基準を定める 告示 ( 平成、 5 年厚生労働省 

告示第 357 号。 以下「 雇 止めに関する 基準」という。 ) に係る助言・ 指導については、 平成 

15 年 12 月 26 日付け 基 登第 1226001 号「有期労働契約の 締結、 更新及び 雇 止めに関する 基 

準に係る助言・ 指導等について」 ( 以下「局長通達」という。 ) により指示されているとこ 

ろであ るが、 その実施に当たっては 下記により遺憾なきを 期されたい。 

  
" 一 一 口 己 

ェ 助言・指導の 実施 

(1) 局長通達 記の 2 の (1) の「労働者からの 要請等」とは、 労働者から助言・ 指導の要 

請 があ る場合のほか、 各種情報から 有期契約労働者に 係る雇止め等に 関する取扱いが 

問題となっている 事案を把握した 場合などが考えられること。 

(2) 助言・指導に 係る事実関係の 確認のための 調査 ( 以下「調査」という。 ) を行うか 

否かほついては、 労働基準監督署長の 判断によることとし、 労働基準監督署長は、 労 

働者から助言・ 指導の要請があ った場合などには、 相談 票 等を活用して 当該決裁を行 

ぅ こと。 

(3) 調査は、 対象事業場の 使用者に来署を 求め、 又は対象事業場 ヰこ 赴くなどにより 行 う 

，と     

(4) 助言・指導を 行うか否かの 判断を行う際の 伺い文書については、 別添 ェを 参考とす 

ること。 

(5) 助言・指導は、 別添 2 の文書を交付することにより 行 う こと。 なお、 別添 2 の文書 

の交付に当たり、 「指導・助言」のうち 不要な文字があ る場合その文字を 抹消するこ 

と。 

(6) 助言。 指導に係る文書は、 事案ごとに一括して 助言。 指導関係綴りに 編てっ するこ 

と。 

2  監督指導時における 対応 

監督指導時において、 雇 止めに関する 基準に適合していない 事実を認めた 場合には、 

川添 3 の指導文書を 交付すること。 










